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お盆期間中のごみの収集日程
お盆を含む8月12日（金）から8月18日（木）の収集は次のとおりです。

曜日 金 土 日 月 火 水 木
日 12 13 14 15 16 17 18

収集する
ごみ種別 可燃ごみ 休み 休み 休み 休み 不燃ごみ 生ごみ

※8月15日(月)生ごみ•16日(火)プラスチック容器包装の収集は休みになります。
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１．接種の受け方
【平成19年４月２日以降に生まれた方】

標　　準

１回目の接種後、６日から28日あ
けて２回目の接種をし、その後、お
おむね１年以上あけて３回目の接種
をします。
※４回目（２期接種に相当）の接種の
予定は現時点は未定です。

【平成７年６月１日から平成19年４月１日までの間に生まれた20歳未満の方】　
第１期が終了していない方は、まず、第１期分から接種を受けてください。

全く受けて
いない方
（残り４回）

１回目の接種後、６日から28日あけ
て２回目の接種をし、その後、おお
むね１年以上あけて３回目の接種を
します。
４回目（２期接種に相当）の接種は９
歳以上の方に対して、３回目の接種
後６日以上あけて接種しますが、※
接種期間に余裕があれば、３回目と
４回目の間隔は４～５年程度あけて
接種することをお勧めします。

１回接種を
受けた方
（残り３回）

１回目の接種後、６日以上あけて２
回目を接種します。２回目と３回目
も６日以上あけて接種します。
４回目（２期接種に相当）の接種は９
歳以上の方に対して、３回目の接種
後６日以上あけて接種します。

２回接種を
受けた方
（残り２回）

２回目の接種後、６日以上あけて３
回目を接種します。
４回目（２期接種に相当）の接種は９
歳以上の方に対して、３回目の接種
後６日以上あけて接種します。

３回接種を
受けた方
（残り１回）

４回目（２期接種に相当）の接種は９
歳以上の方に対して、３回目の接種
後６日以上あけて接種します。

２．実施医療機関
医療機関 電話番号 実施日 予約方法

御代田中央記念病院 （３２）４７１１ 月・火・水・金・土・日 木曜・祝日を除いた毎日、午後２時～午後５時(土・日は午後３時30分）
までに電話で薬局長に予約をしてください。

井田医院 （３２）３８４５ 月～土 日曜・祝日を除いた毎日、午前９時～午後５時30分(土は正午）までに
電話で予約をしてください。

佐々木小児科内科 （３２）１１１７ 月～土 日曜・祝日を除いた毎日、午前９時～午後５時30分(水・土は正午）まで
に電話で予約をしてください。

宮下内科循環器科クリニック （３１）３０３３ 月～土 日曜・祝日を除いた毎日、午前９時～午後５時30分(水・土は正午）まで
に電話で予約をしてください。

※３日前までに予約をしてください。なお、予約変更する場合もその旨、連絡をお願いします。
※町外の医療機関で接種を希望される方は、町の指定医療機関になっているか、事前にご確認ください。

３．医療機関への持ち物 ●母子手帳　●予診票　●接種者の年齢が確認できるもの（健康保険証など）
４．予 診 票 に つ い て ●第１期の予診票は、お手持ちの予診票をお使いいただけます。
 ●予診票の発行は母子手帳をお持ちの上、健康推進係へお越しください。

問い合わせ先：保健福祉課健康推進係　（32）２５５４

日本脳炎予防接種のお知らせ
　日本脳炎予防接種について法律が改正されました。平成 17 年度から 21 年度にかけての日本脳炎予防接種
の積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した、平成７年６月１日から平成19年４月１日までの
間に生まれた20歳未満の方も、従来の対象者に加えて定期予防接種の対象者になりました。これらの定期予
防接種の対象者は無料で接種を受けられます。
※平成 15～ 18年度生れの方へは現在、接種のご案内をしていませんが、平成 24年度以降に順次接種のご案内をする予定です。
 なお、ご希望の方は現在も受けることができます。
※ 13歳以上の方は、保護者の同意を予診票上の保護者自署欄に記入いただければ、保護者の同伴は必要ありません。

３歳

１期初回１回目 １期初回2回目 １期初回追加

4歳6～28日まで
の間隔1回目 3回目2回目

おおむね１年

９歳以上6日～28日まで
の間隔

おおむね１年

1回目 4回目3回目2回目
※6日以上の
　間隔

6日以上の
間隔

９歳以上6日以上の
間隔1回目

終　了 4回目3回目2回目
6日以上の
間隔

９歳以上

4回目3回目2回目
終　了

6日以上の
間隔

6日以上の
間隔

９歳以上

4回目3回目
終　了

6日以上の
間隔 　　

（（55）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり88月号月号


